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情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会 

市場検証委員会 

利用者視点を踏まえたモバイル市場の検証に関する専門委員会 

（第２回） 

議事録 

 

１ 日時：令和８年１月 14 日（水）15:00～16:55 

２ 場所：ＷＥＢ会議による開催 

３ 出席者：  

  ・構成員 

大橋主任、西村（真）委員、北専門委員、西村（暢）専門委員、 

三澤専門委員、宮川専門委員、宮田専門委員、横田専門委員 

  ・オブザーバー 

   栁原公正取引委員会事務総局経済取引局調整課課長補佐 

  ・ヒアリング対象者 

   株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、 

楽天モバイル株式会社 

・総務省 

飯嶋料金サービス課長、内藤消費者契約適正化推進室長、 

笹川料金サービス課課長補佐 

４ 議事 

 

【笹川料金サービス課課長補佐】 事務局でございます。 

 本日はオンライン会議での開催に御協力いただき、誠にありがとうございます。 

 会議開始に先立ちまして、事務局から御案内をさせていただきます。 

 本日はオンライン会議による開催となりますことから、皆様が発言者を把握できるよ

うにするため、御発言いただく際には、冒頭にお名前をお伝えいただきますようお願い

いたします。 

 また、ハウリングなどの防止のため、発言時以外はマイクをミュートにしていただき

ますよう、併せてお願いいたします。 

 なお、音声がつながらなくなった場合には、チャット機能や事前に御案内している事

務局の電話番号などを必要に応じて御活用いただきますようお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 委員会の議事進行につきましては、大橋主任より、よろしくお願いいたします。 
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【大橋主任】 皆さん、こんにちは。大変お忙しいところ御参集いただきまして、ありが

とうございます。 

 また今回、本年、最初の委員会となりますが、本年もどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 利用者視点を踏まえたモバイル市場の検証に関する専門委員会の第２回ということで

ございまして、本日、委員８名、全員の御参加となっております。 

 それでは、議事に入る前に、本日、配付資料がございますので、事務局から御確認を

含めてお願いします。 

【笹川料金サービス課課長補佐】 事務局でございます。 

 本日の配付資料は、資料の２－１から２－５の５点と参考資料１点となっております。 

【大橋主任】 ありがとうございました。 

【大橋主任】 それでは、本日の議題ですけれど、事業者ヒアリングとなっております。

本日、大変お忙しいところ、ＭＮＯ４社の皆様方に御参加いただきまして、ヒアリング

及び質疑応答という形で進めさせていただきたいと思います。 

 まず事務局から、関係者ヒアリングに係る進め方と、あと、ヒアリング事項について、

御説明をお願いします。 

【笹川料金サービス課課長補佐】 事務局でございます。 

 本日から実施する関係者ヒアリングについて、資料２－１に基づき、御説明いたしま

す。 

 １ページ目をお願いいたします。専門委員会におけるヒアリングの進め方です。本日

から２月の１３日までの３回にわたって、関係者へのヒアリングを実施いたします。ヒ

アリング対象としては、ＭＮＯ、ＭＶＮＯ、販売代理店、端末関係者等となっておりま

す。 

 ２ページ目を御覧ください。関係者ヒアリング事項の一覧を示しております。第１回

の会合での委員の御指摘を踏まえまして、青字部分を追記・修正しております。ここで、

１の（４）はＭＮＯ４社に限定したヒアリング事項になっておりまして、それ以外は関

係者共通のヒアリング事項となっております。 

 ３ページ目をお願いいたします。本日のヒアリング対象者と時間配分を示しておりま

す。今回は、ＭＮＯ４者の皆様から各社１５分ずつ発表がありまして、最後にまとめて

質疑応答の時間としております。 
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 事務局からは以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございました。 

 それでは、ヒアリングをさせていただきたいと思います。本日、４社の皆様方、お越

しいただいていますが、一通り御説明いただいて、その後、最後にまとめて質疑あるい

は意見交換ということとさせていただきたいと思います。 

 最初は、まず、株式会社ＮＴＴドコモ様にお越しいただいていますので、お時間のほ

う、おおむね１５分いただけるということですので、その範囲で、御準備よろしければ

御発表いただけますでしょうか。 

【ＮＴＴドコモ】 大橋先生ありがとうございます。ＮＴＴドコモの福山でございます。

本日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 資料２－２に基づきまして、御説明をさせていただきたいと思います。 

 資料をめくっていただいて、１スライド目になります。モバイル通信市場の目指すべ

き姿についてです。モバイル通信市場は、キャリアの限りある資本をこちらの資料の右

側に記載されているような、例えばネットワークの高度化、通信サービスの魅力の向上、

次世代サービス、例えばＡＩとか６Ｇとか、こういったものの研究開発などのイノベー

ションに集中させることにより、社会全体の発展に資する業界へ転換していくべきだと

考えております。 

 それでは、次のスライドで、現在の市場や競争環境について、どうなのかという点を

当社がどのように捉えているのか、説明をさせていただきたいと思います。まず、競争

ルールである電気通信事業法の２７条の３が導入される前の状況から振り返りますと、

当時、本専門委員会の委員でもいらっしゃいます北様からプレゼンがあったんですけれ

ども、こちらで引用させていただいておりますが、数十万円規模のキャッシュバックと

いうような状況が横行しているということになっておりました。このような状況を課題

視し２７条の３というルールが入りまして、さらに市場の動向を見ながら、必要と思わ

れるルールを追加、修正して、現状に至っているという理解でおります。そのため、こ

れらのルールを踏まえた現状の市場・競争環境としましては、当時のような多額のキャ

ッシュバック合戦というような状況は改善されていると考えております。しかし、現状

においても、資料の右に記載させていただいていますとおり、端末の「実質１円」販売

であるとか「ＳＩＭのみ新規でのキャッシュバック」といった合戦状況というのは引き

続き続いておりまして、値引き等の誘引力に頼った競争環境というものは依然として継
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続している状況と認識しております。 

 次に、３ページ目です。利用者側からの目線で通信サービスがどのように選択されて

いるのか、当社の認識について御説明をさせていただきます。本来は、通信サービスの

良し悪し、つまり、こちらの資料の真ん中より少し右で例で表しているような通信エリ

ア、通信品質、料金プランであるとかオプションサービス、それから対応チャネルのバ

リエーションであるとかアフターサポートの質、こういったような点で、お客様御自身

のニーズに沿ったサービス選択をしていただくというのが望ましい姿であろうと考えて

おります。ただ、実際はこちらの資料に構成員限りというところで記載させていただい

ておりますとおり、こういう状況にございまして、契約時の値引き等の経済的利益で判

断される方も多いという状況が継続しているという認識でおります。 

 次の４スライド目ですけれども、こちらは御参考までにつけている資料になります。

前回、事務局で提示いただいた資料を少し加工させていただいたものとなっております

けれども、左側の棒グラフに示されていますとおり、ＭＮＰの数は、例えば２０２４年

度は、４年前の２０２０年度と比べますと２倍以上になっているというような状況にな

っております。ＭＮＰの数が増える、つまり、ＭＮＰの市場が拡大しているという状況

でもありますので、右側のグラフで示していますように、端末購入や新規契約を条件と

する利益提供額自体も増えていくという構造にあるという理解です。 

 続きまして、５スライド目ですが、こちらは利用者間で公平に恩恵を受けているのか

という点についての説明となります。利用者というのをどのように定義するのか、どの

ような状況を公平というのか、いろいろ考え方はあると考えておりまして、その前提で

はありますが、当社としては、現状は新規で契約をする方、特に短期での解約を繰り返

すような方が多くの利益を享受できる状況になっており、新規契約者と既存契約者との

間の不公平が生じている状況と考えております。例えば、ＳＩＭのみ新規でのＭＮＰで

あれば、資料の左側に示している図のとおり、短期で解約をして、次々とキャリアを乗

り換えていくことで、各社から上限２万円という額のキャッシュバックを受けることが

可能となっております。この行為については、行為だけを捉えると、必ずしも悪いこと

をしているわけではなく、また、通信品質や料金プランを理由に、短期で解約される方

も、もちろんいらっしゃると考えております。ただ、右側の（参考）というところで示

させていただいているとおり、ＭＮＰ市場の少なくない割合の方が短期で流動している

状況であり、かつ、端末購入を伴わないＳＩＭのみでＭＮＰをされた方の短期での解約
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が相対的に多い状況であるとも考えております。 

 次のスライドですけれども、このような状況を踏まえまして、事業者としても、この

ままでよいと考えているわけではなくて、これまでもいろいろと手を打ってまいりまし

た。こちらに示しているとおり、例えば１つ目、施策適用の制限を設けるであるとか、

２つ目、契約解除料の設定、３つ目、例えば踏み台となるような廉価プランの新規受付

の停止、そういったような策もいろいろと講じてきました。ただ、もちろんこれだけで

十分ということではなくて、今後も事業者としてもできる対応を続けていきたいとは思

っていますけれども、こちらの下のところに記載されているとおり、スイッチングコス

トが低いという状況がありますので、抑止力としては低い状況であると考えておりまし

て、事業者による努力のみでは防ぎ切れないものについては、規制による対策も講じて

いただきたいと考えております。 

 具体的に、次のスライドで御説明させていただきます。７スライド目です。例えばで

すけれども、ここで例で挙げさせていただいていますのは、キャッシュバックとして上

限の２万円をもらった方がいたとします。その方が１か月で解約をしたときに、その方

の負担額としては、１か月分の利用料と、あと短期の違約金、上限が１,１００円とい

うことになっておりますので、合わせて例えば４,０００円ぐらいだということになり

ますけれども、そうすると、この例ですと差分が１.６万円ありまして、それだけ得を

するということになりますので、このような経済的な利益というところを目的にＭＮＰ

をするモチベーションというのはあるのかなと考えています。つまり、契約時に得られ

る経済的な利益と短期で解約をしたときに負担する額との間が不均衡な状態にありまし

て、これがホッピング行為の大きな原因となっているのではないかと考えています。こ

こを解消するために、制度的に規制としてどのような方向性の見直しが考えられるかと

いうのを示したものが、この資料の下に書かせていただいている２つの方向性になりま

す。１つは左下になりますけれども、新規契約を条件とした利益提供上限自体を引き下

げるという方向です。例えばですけれども、一律禁止をするということも考えられます

し、もう一つの案としては、例えば事務手数料相当分、これは４,０００円から５,００

０円分ぐらいになるかなと思いますけれども、そのぐらいを上限とするというような案

も考えられるのではないかと考えております。こちらは例えばですけれども、スポーツ

ジムなどで初期費用を無償とするようなキャンペーンというのも行われているような状

況があるかなと思いますので、初期費用分ということで事務手数料相当分４,０００円
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から５,０００円分のところを利益提供の上限とする、そういうような発想で考えたも

のとなっております。もう一つの方向性は右の下のほうに書かせていただいているもの

ですけれども、継続利用条件を設定するということになります。契約時の一時点で全て

の利益提供を行うことで、意図的な短期解約を生みやすい状況になっていると思います

ので、例えば３か月御契約いただいた場合に、３,０００円なり３,０００ポイントを付

与させていただいて、さらに３か月、６か月で、さらに３,０００ポイントもしくは

３,０００円を付与する、そういうような案があってもよいのかと考えているところで

す。 

 次のスライド、８スライド目です。端末購入を伴う場合についてですけれども、こち

ら、現状で値引きの上限が２万円から４万円とされているのに対しまして、実質１円で

端末購入を訴求されているような状況が見受けられると思いますけれども、その状況の

一因は、現行の端末購入プログラム残価率の算出ルールに事業者に一定の裁量が残され

ているところにあると考えております。ですので、例えば事業者による裁量をなるべく

排除していくような方向でのルールの見直しを検討していただきたいなと考えています。

こちらに案として２つ記載させていただいておりますのは、結構思い切った案として提

示させていただいているものですけれども、例えば、見直し案１と記載させていただい

ているものは、算定に用いる機種を事業者が選定するのではなくて、全機種で算定する

ようにするというのが１つ目、見直し案２で記載していますのが、内閣府の調査で、携

帯電話の平均使用年数が４.３年、つまり、約５２か月という調査結果が出ております

ので、この５２か月たったときに残価がゼロ％と仮定しまして、もうそこまで直線的に

線を引いてしまう、そういう案となっております。こちらの御提示させていただいた２

案につきましては、結構思い切った事業者による裁量を排除する案として示させていた

だいているものですので、いろいろと御意見を伺いながらブラッシュアップをしていく

ような余地はあるかなと思いますけれども、こういった案もあるかなと考えているとこ

ろです。 

 そして９スライド目、最後になりますけれども、継続利用割引についての考えです。

事業法２７条の３を導入するときには、過度な囲い込みを禁止するという目的があった

と認識しておりますが、現状では、過度とまでは言えないような長期利用者への還元も

制限されているのではないかと感じております。事業者の戦略によりまして、ロイヤル

カスタマーへの感謝を形にするということは認めてもよいのではないかなと考えている
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ところです。囲い込みと言われる状況で、この規制が入る前には、過度な囲い込みと言

われるような状況があったかもしれないんですけれども、前回の事務局資料でもまとめ

ていただいているように、一つ一つ、この囲い込みの状態を解消するための取組をして

きたかなと考えております。例えばＳＩＭロックの解除というところも進んでおります

し、昔あったような２年で自動更新で違約金が９,５００円とか、そういったようなプ

ランというのも今はなくなっておりまして、解約金の上限も１,１００円というような

ことになっておりますので、こういった規制の緩和をしましても、前のような状況に戻

るということではないのかなと考えておりますので、継続利用割引の規制の見直しにつ

いては、ぜひ御検討いただきたいなと考えております。 

 １０ページ目以降につきましては、御説明は割愛させていただきたいと思っておりま

すけれども、ヒアリング事項について、一問一答という形で、当社の意見について記載

させていただいております。 

 冒頭でお伝えさせていただきましたような市場を目指していくために、当社としても

努力を重ねていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。御

説明は以上となります。 

【大橋主任】 ありがとうございました。後ほど、意見交換もさせていただければと思い

ます。 

 続きまして、本日、ＫＤＤＩ株式会社様にもお越しいただいています。ありがとうご

ざいます。同様にお時間１５分いただけるということですので、御準備よろしければ、

お願いできますでしょうか。 

【ＫＤＤＩ】 ＫＤＤＩの山本です。 

 それでは、資料２－３で御説明させていただきます。すみません、実は本日、のどを

ちょっと痛めておりまして、お聞き苦しいプレゼンになりますことを御了承ください。 

 それでは、資料スライド、目次をめくっていただきまして、本日は６点、御説明させ

ていただきます。 

 スライドの２をお願いします。こちらは、おさらいになります。モバイル市場の大き

な２つの課題ということで、過度な利益提供、それから不当な期間拘束、これに対する

４つの目的、右側に①、②、③、④とありますが、これを達成するために、２７条の３

という形で、通信料金と端末代金の完全部分、それから、行き過ぎた囲い込みの禁止が

行われたというものでございます。 
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 スライドの３、こちらが弊社の評価の部分でございます。まずは、完全分離のところ

でございますが、端末によって異なる通信料金の割引、高額なキャッシュバックという

もの、これは真ん中にある４つの目的という観点からは、もう是正されているというと

ころでございます。細かい右側の評価のところは省略させていただきます。 

 それから続いて、スライドの４をお願いします。こちらは行き過ぎた囲い込みの禁止

のところでございます。左上に２つほど取っていただいた施策がありますが、これに加

えて、左下に１０点ほど列挙させていただいていますが、様々なスイッチングコストの

低下ということを取組、施策によりまして、現在では、お客様は、いつでも自由に事業

者間の乗換えが可能な環境になっている。こちらも、おおむね達成できているという評

価でございます。 

 続きまして、スライドの５をお願いいたします。こちらは目指すべきモバイル市場の

姿でございます。公正・健全な競争環境を維持しつつ、事業者が役務の提供、通信サー

ビスの提供を通じて適正な収益を確保し、そして新しい技術、それから新しいサービス

への投資、お客様への価値を還元する、こういった好循環ができる環境をつくることが

重要だと考えております。ポンチ絵の左下でございますが、弊社としましても、まずは

５Ｇ、ＡＩあるいはＳｔａｒｌｉｎｋの連携など、技術的な投資、ネットワークへの投

資をさせていただき、それにより上側の②の部分、「つながる体感」価値、高付加価値

あるいは高品質なネットワークをお客様にお届けする。その価値に見合った対価といっ

た形で、右側の③ですが、新しい料金プランを提供させていただいております。こうい

った対応を踏まえて、様々なステークホルダーの皆様への還元、こういったものが次へ

のさらなる投資へとつながっていく、こういった循環というもの、これが国民生活と経

済活動の活性化に貢献する、これが本来モバイル市場の目指すべき姿であると考えてお

ります。 

 次のスライド６をお願いいたします。こういったものを念頭に置きまして、「完全分

離」に関する議論についてでございます。モバイルのネットワークの場合、５ＧのＳＡ

ですとかミリ波の普及などには、ネットワークの進化だけではなくて、やはり対応端末

の普及というものが不可欠であると考えております。したがいまして、通信と端末とい

うものは、やはり本来、切り離せない、そういったものである。三位一体、通信料金を

原資とした端末の割引、この割引というのは、キャッシュバックですとか、ポイント還

元とか、様々な利益提供の形がありますが、こういったものは一定の妥当性があるもの
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と考えております。したがいまして、通信と端末の完全分離というものが、いわゆる三

位一体というものを念頭に置いた場合に、将来的なこの在り方についても議論が必要で

あると考えております。 

 続きましてスライドの７、こちらは参考情報でございます。端末の出荷台数の推移に

ついてでございます。こちらは委員限りでお願いいたします。 

 それから次、スライドの８をお願いします。こちらは新たな課題についてでございま

す。２７条の３の規律の本来の目的は達成された一方で、副作用ともいうべき短期解約

の問題が発生しているというところでございます。真ん中のところに転売ヤー問題とい

うのが出てまいりまして、これは白ロム割規制等により、一旦、収束した。しかし、や

はり最近はＳＩＭのみ新規の短期解約の問題というのもまた新たに出てきた。したがい

まして、流動性向上による健全な競争、これは規制目的に合致しておりますのでよいの

ですが、その一方で、過剰な流動性を伴う不健全な問題というものも出てきているとい

うところでございます。この辺りについては早急な対策が必要と考えております。 

 続きまして、スライドの９をお願いいたします。これはもう少し同じような話になり

ますが、流動性が高まったのはよいのですけれども、やはり、スイッチングコストが大

幅に低減したことによりまして、契約特典を狙った短期乗換えが増加している。これ先

ほどドコモ様からのプレゼンにもあったとおりでございます。これが利用者間の不公平

の発生あるいは適切な投資を阻害し、健全な市場発展に悪影響を及ぼしていると考えて

おります。具体的には左側に３点ありますが、これも、我々事業者としましては、１人

１回で利益提供みたいな形で取組はやっております。ただし、やはり事業者の対策だけ

では限界がございます。 

 次のスライドの１０がその参考としてお示ししたものでございますが、やはり、こう

いった新規特典を狙うホッパーというものが組織化した場合など、なかなかこれを完全

に断ち切るということが難しいというのが現状だと認識しております。 

 スライドの１１、こちらも委員の皆様限りという形でお示ししているのが、短期解約

の実態でございます。これは数字を見ると、なかなか普通の状態ではないなと考えてお

ります。 

 続きまして、スライドの１２を御覧ください。こちらは具体的な緩和要望のスライド

に入ります。この表でございますけれども、まず、左側の通信料金と端末代金の完全分

離につきましては、規制のあるべき姿というものは、やはりお客様の継続的な通信の御
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利用によって、市場全体の持続的な成長、事業者にとりましては、収益の確保、それか

ら投資に向けるということでございます。これと健全な競争環境を維持する。先ほどス

ライド５でお示しした好循環、こういったものが本来の姿であると思っております。で

は、それをするためにどうしたらいいかというのが右側でございますけれども、継続利

用に関する規制、これが現状あまりにも厳しいと思いますので、これを緩和する。具体

的には、次のスライドを御覧ください。もう一つ、下段に行き過ぎた囲い込みの規制と

いうのがございますが、こちらにつきましても、やはり不適切な短期解約による機会損

失というものが発生していると思いますので、これを抑制するためには、違約金の上限

規制の緩和というものが必要であると考えております。これも後ほど御説明いたします。 

 それでは、スライドの１３を御覧ください。こちらは、まず、継続利用に関する規制

の話でございます。先ほど申し上げましたように、スイッチングコストが大幅に低減し

ている現状におきましては、お客様はいつでも解約が可能な状況になっております。で

すから、不当な囲い込みにならない範囲という前提はございますけれども、端末の購入

もしくは新規の契約に際しまして、継続利用を条件とした利益の提供、これは今まで一

律禁止となっていたわけでございますが、こちらについては緩和の検討が必要であると

考えております。具体的には、実現したいことＡ、Ｂ、Ｃと３点ありますが、これは次

のスライドで一つ一つ説明してまいります。 

 まず、１つ目のスライドの１４をお願いいたします。こちらが実現したいことの１つ

目、役務の利用と連動した分割利益提供という考え方でございます。具体的な施策のイ

メージでございますが、これ、例でございます。例えば、通信料金３,０００円のプラ

ンに御加入の方に対して、端末の購入を条件に、最大１２か月間、１,０００円のキャ

ッシュバック、合計１万２,０００円になるわけですけれども、これを規制緩和後につ

きましては、例えば利益提供とセットでこれを提供する場合に、途中解約した場合は利

益提供もなくなる。ところが現状の場合は、途中で解約した場合には、解約しても利益

提供をし続けなければいけない。これは現状のルールが継続利用を条件、これ、やめて

しまうと継続利用を条件としたことになってしまう、こういった状況になっている。こ

れを是正していただきたいというのが１点目でございます。 

 次、スライドの１５をお願いします。こちらも継続利用に関する規制の緩和の２つ目

のイメージでございますが、一定期間の満了後に、一括の利益提供をさせていただく。

分かりやすく言いますと、契約の最初に１万２,０００円をぽんとお出しして、お客様
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が自由にいつでも解約できるということではなくて、１２か月たった時点で、この継続

利用を条件とした利益提供をさせていただく。これが２つ目のイメージでございます。 

 次のスライドの１６を御覧ください。こちらも、最初に利益提供、これは満了後では

なくて、一番最初に利益提供した場合に、お客様が途中解約をしてしまった場合につい

ては、最初にお出しした利益提供の一部をお返しいただく。これはペナルティーとか違

約金というものではなくて、もともとお客様にお出しする利益提供を利用の応分に従っ

て、お客様に利益を享受いただくという考え方でございます。 

 続きまして、スライドの１７をお願いします。これは継続利用条件ではなくて、違約

金上限の緩和の話でございます。現在、違約金上限の１,０００円というものは、これ

は過去の規制、政策議論の過程の中で、消費者へのアンケート結果を根拠としたもので

ございます。一方、ＦＴＴＨなどの消費者保護ルールの議論においては、設定された違

約金規制というものは通信料金の１か月分という考え方も存在しております。したがい

まして、違約金の上限規制につきましては、消費者保護ルールとの整合性も考慮しまし

て、過度な規律になっていないか、その合理性について改めて議論が必要であろうと。

１か月当たりの料金相当額というものも一つ考え方ではないかなと考えております。 

 続きまして、スライドの１８、１９、こちらがその他の見直し要望でございます。こ

れはかなり細かい御説明の内容になりますが、端末購入プログラムの手続の見直しにつ

いてでございます。おととしになりますか、２０２４年の１２月の末に新しいルールが

施行されて、１年経過して、ようやく運用も定着してきた。買取り等の予想価格の算出

につきまして、一応、現行の継続、もうしばらく様子を見てというところでございます

が、ただ、書類上の手続の簡素化、これは即座に行うべきだと考えております。具体的

には、下記の手続を省略する、簡素化するということを御要望いたします。 

 続きましてスライドの１９、こちらも端末購入プログラム関係でございますが、グル

ープ化の機種の追加・削除に関する事前手続というものがございまして、こちらも省力

化をお願いするというものでございます。細かい説明は省略させていただきます。 

 それから、ヒアリング事項への回答につきましては、スライドの後半、この後の２１

以降にお示ししておりますので、説明は省略させていただきます。私からの説明は以上

です。ありがとうございました。 

【大橋主任】 ありがとうございました。後ほど、また意見交換させていただきますので、

お願いできればと思います。 
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 続きまして、本日、ソフトバンク株式会社様にもお越しいただいています。同様にお

時間は１５分いただけるということですので、御準備よろしければ、お願いできますで

しょうか。 

【ソフトバンク】 ソフトバンクの山田です。 

 では、資料２－４に沿って御説明させていただきます。 

 １枚おめくりください。本日のお題ですけれども、前半、データに基づく規制の在り

方ということでいただいておりますので、できるだけ、データであるとか指標の話を中

心に御説明できればと思っております。 

 １枚おめくりください。 

 もう一枚めくっていただきまして、初めに、競争状態の評価に関する基本的な考えで

すけれども、競争状態というのを特定の数値のみで判断することは非常に難しいものと

考えております。こちらにも記載しておりますが、シェア変動がないことをもって競争

がないと判断するのは妥当ではなく、我々としては、本当に注目すべき点というのは、

市場に提供されている商品の品質と価格と考えるためでございます。 

 １枚おめくりください。こちらの図のとおり、「適切」な競争市場というところにお

いては、様々な価格であるとか品質の商品というのが提供されているものと考えられま

すので、こういった状況になっているかというのを確認するのが大事なのかなと思って

おります。その際、国内市場だけを見て価格や品質を評価することは困難ですので、こ

の辺りは海外との比較というのが非常に重要なのかなと考えております。 

 １枚おめくりください。２７条の３の導入の目的の１つ目である事業者間の適正な競

争環境の実現につきましては、我々としては、相応に達成し、日本市場は競争が進展し

ているものと考えております。詳細は通信料金高止まりの解消の部分で御説明させてい

ただきます。 

 １枚おめくりください。次に、目的の２つ目と３つ目でございます。 

 １枚おめくりください。利用者自らのニーズに沿った合理的なサービス選択と利用者

間の不公平解消につきましても、問題視されていた課題というのは、おおむね解消した

ものと考えております。２０１９年のルール改正で端末購入者への通信料割引であると

か、１,０００円超の違約金が禁止され、以降は提供なく、挙げられていた課題という

のは、おおむね解消したのではないかと考えております。 

 １枚おめくりください。こちらは委員限りで当社内のデータとなりますけれども、端
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末購入を伴わない「ＳＩＭ単体契約」の構成比は上昇傾向でありまして、端末と回線を

別々に選択するユーザーが増加している表れと考えております。 

 １枚おめくりください。一方で各国の規制を比較いたしますと、端末購入者への料金

割引や期間拘束契約というのは海外では一般的のようですので、この辺りも参考に、今

回は議論をすることが必要ではないかと考えております。 

 １枚おめくりください。続きまして、通信料金の高止まりの解消についてでございま

す。 

 １枚おめくりください。目的の４つ目につきましても、既に日本の通信料金は低位か

ら中位水準にあり、こちらも目的は達成しているものと考えております。理由は、主に

下記のとおりでございますけれども、こちら、次ページ以降で詳細を御説明させていた

だきます。 

 １枚おめくりください。まず、ネットワーク品質評価でございます。ＯＰＥＮＳＩＧ

ＮＡＬ社の調査によれば、日本の通信品質というのは世界で最高レベルと評価されてお

ります。この結果が全てを表すというわけではないとは思いますけれども、海外とのネ

ットワーク品質を比較するという点において、現状、参照に値するデータなのかなと考

えております。 

 １枚おめくりください。これは当社において、料金プランの海外比較をしてみました。

ＭＮＯの５０ギガバイト以下のプランでございます。為替レート換算と購買力平価換算

で示しておりますけれども、いずれにせよ、日本の料金は低位から中位水準にいるもの

と言えます。 

 １枚おめくりください。次は、ＭＮＯの無制限プランでございます。こちらも日本の

料金水準というのは、おおむね海外と同程度と言えるかと思います。 

 １枚おめくりください。総務省さんの内外価格差調査でも、２０２０年に大きくＭＮ

Ｏの料金は低下し、海外主要国と比較して、低位から中位水準を推移している状況でご

ざいます。 

 １枚おめくりください。また、消費者物価指数で主要品目と比較いたしましても、２

０２０年を基準といたしまして、主要品目は軒並み上昇している中、通信料金は大きく

低下している状況だと考えております。 

 １枚おめくりください。こちら、当社におけるデータ利用量の推移を示しております。

数字は省略しておりますけれども、一貫して増加傾向にあり、５年で３倍弱になってお
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りますので、お客様の実質的な料金というのは大きく低下していると言えるのではない

かと考えております。 

 １枚おめくりください。ここからは、通信料金の「高止まり」と呼ばれることについ

て、当社の考えを御説明させていただきます。 

 １枚おめくりください。こちらはＭＮＯとＭＶＮＯの市場ポジショニングのイメージ

図でございます。もともと以前から安価な選択肢というのは存在しておりまして、ユー

ザーは安い料金を選択できた状況であったものと考えております。 

 １枚おめくりください。ＩＣＴ総研の調査になりますけれども、こちらは２０２０年

時点で、通信品質と料金を海外と比較したものです。当時も、海外比較で、日本の通信

品質はトップレベルで、料金は中位程度との評価でございました。 

 １枚おめくりください。こちらは消費者物価指数の推移を過去遡って示したものです。

携帯料金は２０００年１月の公表開始が最初だったんですけれども、そこから一貫して

下がっておりまして、２０１５年頃からまた低下傾向を示し、２０２１年に大幅に低下

したことが見てとれます。 

 １枚おめくりください。こちらは再掲になりますけれども、このような状況ですので、

日本の今の市場というのは、高品質で、かつ低位から中価格というような、世界でもか

なり特異な市場ではないかと言えるのではないかと考えております。 

 １枚おめくりください。日本市場の通信料金の評価をまとめますと、やはりネットワ

ーク品質は世界最高レベル、通信料金は低位から中位の水準にございまして、消費者物

価指数の推移を見ても、過去も含めて、「高止まり」の状態というのはなかったのでは

ないかと考えております。繰り返しになりますけれども、様々な品質とそれに見合った

価格の多くの商品が提供されまして、消費者が幅広い選択肢から選ぶことができる市場

が理想であり、そのような選択肢があるか、ないかということをしっかりと見極めるこ

とが重要ではないかと考えております。 

 １枚おめくりください。こちらは御参考まで、直近の消費者物価指数の主要品目の比

較をしたものです。２０２１年以降、携帯通信量の指数が上昇傾向と言われますけれど

も、その上昇幅につきましては、他の品目と比較して、さほど大きくはない状況と考え

ております。 

 １枚おめくりください。次に、効果検証のために観測すべきデータについて御説明い

たします。 
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 １枚おめくりください。こちらは競争の進展と付随して発生する事象をまとめたもの

です。競争の進展があった場合には、左の青字のような事象が見られるのかなと考えて

おります。具体的には、幅広い選択肢・割安な商品・サービスが提供される、最新端末

が普及する、ネットワークの品質が向上する、こういったことが起きる市場が、やはり

競争が進んでいる市場と言えるのではないかと考えております。 

 １枚おめくりください。その上で、どのように競争進展というのを評価するかですけ

れども、こちらには市場理解であるとか競争評価に適した指標の例として、幾つか挙げ

てみました。例えば、よく言われる累積シェア、１番になりますけれども、累積シェア

につきましては、やはり累積のシェア変動というのは非常に僅かでございまして、これ

をもって競争が進んでいるか否かというのを判断することはできないのではないかと

我々は考えております。強いて言えば、４番にありますような純増シェアであれば、市

場の競争状況ということで、その当時の各事業者の比較競争力であるとか、競争優位性

を評価する指標の一つにはなり得るのかなと考えております。ただ、つまるところ、適

正な競争というのが実現した場合に、価格や品質のレベルアップというのは発生すると

は思うんですけれども、顧客の移動やシェア変動というのは必ずしも発生するとは限ら

ないと我々は考えますので、やはり、ここで言うと６番や７番のように商品やサービス

の海外比較というのが、やはり市場の競争状況を見るためには有効な手法になるのかな

と、そのように考えております。 

 １枚おめくりください。こちらは委員限りになりますけれども、ＩｏＴを除く、ハン

ドセット、スマホの回線数、市場シェアを当社で様々なデータを基に調べたもので、上

位３社のシェアが現状だと８８％程度と理解しております。 

 １枚おめくりください。こちらは、ある仮定の下で市場シェアの変動を示したもので

す。このような形で、累積のシェアというのがなかなか変動しないものでございますの

で、こちらの数値をもって市場の競争状況を評価するというのは適切ではないのではな

いかと考えております。 

  １枚おめくりください。一方で、その各社の純増のシェアというのは、直近の競争力

や競争状況を表す指標の一つになるものかなと考えておりますので、このような見方を

することはできるのかなと考えております。 

 １枚おめくりください。次に、規制の最小化について考え方を述べます。 

 １枚おめくりください。３２ページ、規制の最小化についてですけれども、やはり自
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由競争が原則であって、規制は最小が理想です。規制は市場形成の一手段となりますの

で、目指すべき市場・方向性を明確化し、現状分析の上、規制の緩和／廃止、維持を海

外市場の事例も参考に検討するのがよいのではないかと考えております。 

 １枚おめくりください。具体的な規制検討の例を示しますと、例えば端末割引の規制

ですと、目的とか現状というのはここに記載のとおりで、これに照らして、左側のよう

な方向性それぞれあり、特に課題がなければ現状維持、何か課題があるのであれば右側

のような、そういった規制の方向性が考えられます。右側も同様のことが言えます。こ

こで、我々といたしましては、端末の割引規制につきましては、現状を維持するという

のでよいのではないかと。右側の各種継続利用条件であるとか短期解約、この辺りの

様々な制約という部分は、後に述べますホッピングの問題もございますので、規制緩

和・最小化することというのが望ましいのではないかと、そのように考えております。 

 １枚おめくりください。後半で通信市場・端末市場で顕在化している課題ということ

で、こちらで述べさせていただきます。 

 １枚おめくりください。１つ目は、ドコモ様、ＫＤＤＩ様からも既にありましたとお

り、やはりホッピングの問題がございます。こちらは事業者のビジネスモデルのイメー

ジ図でございますけれども、新規契約から当面の間は事業者の収支はマイナスで、期間

経過に伴って収益がプラスに転じるビジネスモデルでございます。したがって、２０１

９年以前は２年契約や継続利用条件の利益提供というのが主流でしたが、改正されたル

ールの下で、市場の競争の中、ホッピングが増加したものと考えております。 

 １枚おめくりください。次の３６ページ、こちらは既にほかの事業者様から御説明さ

れている図ですので割愛いたします。 

 １枚おめくりください。考えられる対策案ですけれども、１つは、回線継続を利益提

供の条件にするということで、例えば１年経過後の利益提供を可能にする。２つ目はそ

の逆で、短期解約への違約金ということで、先に利益提供するんですけれども、例えば

１年未満での解約時には、その利益を返してもらう。または、そもそも提供できる利益

の金額というのを減額する、こういった案が具体的には考えられると思っております。

ただ、３つ目につきましては、現状の２万円というのを極端に減額しますと、顧客流動

の大幅な低下を招くおそれがあると考えておりますので、その点は留意が必要かなと考

えております。 

 １枚おめくりください。再掲になりますけれども、継続利用条件の利益提供や期間拘
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束契約というのも、海外では特に規制はございませんので、この辺りも参考に検討が必

要かなと考えております。 

 １枚おめくりください。最後、その他の課題ということで、端末購入プログラムの買

取り価格の運用に関することを申し上げます。現状の買取り価格の規制につきましては、

中古買取り業者の中でもかなり安価な事例を採用されているのではないかと我々として

は考えております。フリマ等の流通もございますので、買取り価格が低めに抑えられ、

消費者に不利益をもたらしているのではないかといった懸念がございます。また、ＲＭ

Ｊさんのデータの正確性や客観性に不安があったり、また、グルーピングなどによって

多様なパターンが生じ、運用が複雑になっている、そういった状況がございますので、

この辺りは、残価率の算出方法を各社共通の一定率を用いるとか、そういった何かしら

の運用のシンプル化というのができればいいのではないかと、そのように考えておりま

す。 

 あと、Ａｐｐｅｎｄｉｘは、委員限りのものもございますけれども、そのほかの参考

となるようなことを記載していますので御覧いただければと思います。 

 当社からの説明は以上です。ありがとうございました。 

【大橋主任】 ありがとうございました。また後ほど、意見交換をさせていただければと

思います。 

 続いて、楽天モバイル株式会社様にお越しいただいていますので、御準備よろしけれ

ば、１５分お時間いただけるということですので、御発表をお願いできればと思います。 

【楽天モバイル】 楽天モバイル、小田と申します。 

 資料２－５に沿って、当社からご説明させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。まず、電通法２７条３の現行規律について、当社の

考え方をご説明させていただきます。この規律は、対象事業者に対して、利用者との間

で通信サービスや端末購入等の契約を締結する際のルールを規定したものでして、モバ

イル市場における公正競争の促進を目指すものであると、そのように理解しております。

具体的には、通信料金と端末代金を完全に分離すること、それから、期間拘束などの行

き過ぎた囲い込みの是正を行うことによって事業者間の適正な競争環境を実現すること、

利用者が自らのニーズに沿った通信サービスを合理的に選択できるようにすること、利

用者間の不公平を解消すること、通信料金の高止まりを解消すること、この４つの目的

の達成を目指すものであると理解しております。 
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 次のページをお願いいたします。先ほど申し上げた４つの目的に関する達成状況につ

いて、当社の評価をご説明いたします。まず前提として、これら４つの目的が達成され

た上で、公正競争の促進が損なわれない限りにおいては、規制の最小化を図ることにつ

いて、当社からは異論ございません。その上で、４つの目的に沿って、成果及び課題に

ついてまとめまして、お示ししております。現時点においては、２つ目の利用者が自ら

のニーズに沿った通信サービスを合理的に選択できるようにすること及び４つ目の通信

料金の高止まりを解消することにつきましては、達成できているものと考えております。

一方で、１つ目の事業者間の適正な競争環境を実現すること及び３つ目の利用者間の不

公平を解消することにつきましては、達成できているもの、成果が上がっているものが

ある一方で、課題も存在していると考えております。課題を３点挙げておりまして、次

ページ以降で順次ご説明させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。１点目の課題としまして、事業者間の適正な競争環

境を実現するという目的に対して、同一事業者内におけるプラン変更に係る例外規定が

ありまして、これによって市場の歪みが発生している。この点を考えておりまして、ご

説明させていただきます。現行のガイドラインによりますと、新規契約を条件とする通

信料金の割引等は、左側にありますとおり、端末の販売がない場合でも規制の対象とい

うことで、禁止されていると認識しております。ただし例外としまして、ちょっと文字

が多くて恐縮ですけれども、右側にガイドラインの引用をさせていただいておりまして、

同一事業者内のプラン変更が著しく制限されていないときは、この「新規契約」には該

当しないとされていることがございまして、実態としては、規律なく通信料金の割引等

が広く行われていると認識しております。 

 次のページをお願いいたします。そういう意味では先ほどのページにございましたよ

うに、ルールとしては、新規契約を条件とする通信料金の割引等は規制されているにも

かかわらず、実態として、規律なく通信料金の割引等が広く行われているといったこと

で市場の歪みが生じていると当社は考えておりまして、これについて現行規律の見直し

を検討いただきたいと考えております。具体的には３点、目指すべき方向性として記載

させていただきます。１点目、規律なく通信料金の割引等が広く行われている市場の歪

みを解消する観点からは、対象者が著しく制限されていないプラン変更に関する、先ほ

どご紹介した例外規定は廃止されるべきではないかと考えております。その上で、端末

の販売がない場合におきましては、「新規契約」を条件とする通信料金の割引は一定期
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間可能とする規律の緩和が可能なのではないかと考えております。例としては、新規契

約される方に対して６か月間通信料金割引ができるといったものが可能ではないかと考

えております。一方で、通信料金と端末代金の割引の観点からは、端末の販売がある場

合については現行の規律を維持すべきと考えております。 

 次のページをお願いいたします。前のページの内容に関連しまして、継続利用を条件

としない通信料金の割引としまして、いわゆる「お試し割」という制度がございまして、

これに関して、当社の見解をご説明させていただきます。この「お試し割」という制度

につきましては、現行規律の下では、条件を満たす場合に限って実施が、通信料金の割

引が認められているという制度でございますが、これに関しては、利益提供の上限額の

内数として実施が認められているということがございまして、２０２４年の導入以降、

いずれの事業者も実際には実施していないものであると認識してございます。仮に前の

ページで目指すべき方向性として申し上げた端末の販売がない場合においては、通信料

金割引を一定期間可能とする規律の緩和等が認められないという場合につきましては、

この「お試し割」の導入目的を踏まえまして、この「お試し割」が実施できるための条

件の見直しを行っていただきまして、事業者が活用できる制度としていただきたいと考

えております。 

 次のページをお願いいたします。続きまして、２点目の課題としまして、回線契約時

に提供される利益を目的とした短期解約につきましてご説明させていただきます。端末

市場における変化としまして、左側にまとめさせていただいております。端末セット購

入時における白ロム割を規制の対象として、２０２３年１２月に規律の見直しがあった

ということがございまして、これを受けて端末の極端な廉価販売が見られなくなりまし

て、結果、転売目的の廉価販売端末の購入も減少したと認識しております。一方で、回

線契約時に提供される、今度は利益を目的とした短期解約を繰り返す行為、いわゆるホ

ッピングが増加しているというのが現状の課題であると認識しております。我々事業者

といたしましては、契約時にお約束した利益が短期解約された場合においても提供する

ことが規律として求められている背景がございまして、そういったことから、短期解約

される方に対しても提供した利益というのがございまして、これが回収できないという

こと、事業者の持ち出しとなっているということはございます。加えまして、店頭契約

におきましては、説明、ご案内に対する対応が、当然ながら契約の都度発生してござい

まして、これが短期で解約されることに対する販売現場の負担が非常に大きくなってお
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ります。また、事業者としても、関連する回線契約をいただいて、それらの手続をしま

して、最終的に解約するまでのコストというものも個別にそれぞれ発生しているといっ

た状況でございます。 

 次のページをお願いいたします。構成員の方々限りということですけれども、当社、

実際ではどのぐらいのコスト負担かということで、具体的な数字をお示ししているもの

でございます。 

 次のページをお願いいたします。こうした短期解約を繰り返す行為を抑止する観点か

ら、短期解約した場合においては、事業者が利益提供を行わないことを可能とするよう、

規律を見直していただきたいと考えております。規律が見直されることで具体的に事業

者はどういった対策ができるのかということで、２つ例示しております。１つ目ですが、

契約時に約した利益を契約から一定期間経過後に差し上げる。経過前に解約された場合

には、短期解約者として利益提供を差し上げないということができるのではないかとい

うこと。２つ目は、契約時に約した利益につきまして、分割して差し上げることにいた

しまして、この分割している期間内に解約された場合には、解約以降の分については差

し上げない、こういった２つの対策を行うことで、短期解約することによる利益の受取

を減らすといったことで、ホッピング行為自体が一定抑止できるのではないかと考えて

いる次第でございます。 

 次のページをお願いいたします。続きまして、３点目の課題として当社が考えており

ます規律対象事業者の基準に関する考え方が不明瞭という点につきまして、ご説明させ

ていただきます。ガイドラインにおきまして、電通法２７条３の規律の対象となる事業

者につきましては、ＭＮＯは全ての事業者、それからＭＶＮＯについては、利用者数の

割合が４％以上の事業者を対象と規定していると理解しております。しかしながら、ガ

イドラインの記載等を見ますと、端的に「対象となる」としか明記されていないという

状況でございまして、なぜ競争の影響が少ないとは考えられないのか、ＭＮＯに関して

は、なぜ契約数という観点がないのかということに関しては、考え方が示されていない

ものでございます。当社におきましては、昨年末、契約数として１,０００万件の契約

をいただくようになっておりますが、今後の市場競争のさらなる活性化という観点から

は、規律の対象となる事業者の基準に関する考え方を明確にした上で、ガイドライン等

にぜひ記載いただきたいと考えております。その上で、基準に満たない事業者が柔軟に

施策を行える環境というものを整備することが、市場のさらなる活性化に資することが
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あるのではないかと考えております。 

 次のページをお願いいたします。前のページにお示ししました基準に関する考え方の

整理に当たりまして、参考となる資料として、過去の資料を引用してお示ししておりま

す。左側、２０１２年に示されました第二種指定電気通信設備制度における考え方とい

ったものでして、過去に指定の基準値を引き下げた際におきまして、シェアが低いＭＮ

Ｏについては、規制の対象外とした場合でも公正競争を阻害するとは考えにくいという

考え方が示されております。また右側、２０２２年に、競争ルールの検証に関するワー

キンググループにおきまして、甲南大学佐藤名誉教授からのご意見として提出されたも

のでございます。こちらでも、市場全体の競争を維持していく観点からは、新規参入者

が一定の顧客基盤獲得までの間、多少チャレンジングな料金を設定することについて目

くじらを立てるべきではない。むしろ、問題視することによって、今後の新規参入の心

理的な障壁になる弊害のほうが大きいのではないかとご意見いただいたと理解しており

ます。よって、こういった考え方ですとかご意見を踏まえますと、ＭＮＯであること、

すなわち、移動通信サービスに係る無線局を自ら開設または運用することのみをもって、

競争への影響が少ないとは考えられないとは必ずしも判断できないのではないかと当社

としては考えております。 

 次のページをお願いいたします。１２ページ目、こちらが当社、ここまで申し上げた

内容のまとめでございます。課題が３点ございまして、それぞれについて目指すべき方

向性として、申し上げた内容を１枚にまとめてございます。公正競争の促進を目指す、

さらに進めてまいるためにも、市場環境ですとか規制の効果を検証しまして、これらの

課題を含めて、規制の在り方をぜひ検討いただきたいと考えております。 

 次のページをお願いいたします。市場環境や規制の効果を検証するための指標につい

て、ご説明させていただきます。これまで参照してきた主なデータにつきましては、第

１回のこの委員会におきまして、事務局より示されたものがあると認識しております。

これらのデータに加えて参照いただきたいデータとして、当社より右側に示したものを

挙げさせていただいております。まず、通信市場の動向としまして、短期解約件数の推

移及び短期解約に対して事業者が実施した対策等をぜひ参照いただけるような機会があ

るべきと考えております。加えまして、規律の遵守状況といたしまして、利用者に対し

て、ホッピングを唆すような案内がないかですとか、利用者に対して、一定期間、通信

契約の継続を、規律を超えて求める案内がないか等、こういったものを総務省で実施さ
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れております覆面調査項目の観点として追加いただきたいと考えております。こういっ

たデータの拡充を踏まえまして、公正競争の一層の促進を目指して、検証並びにご検討

いただきたいと考えてございます。 

 当社からのご説明は以上となります。前回の委員会におきまして、構成員の皆様から

いただいた追加のご質問につきましては、１４ページ以降で一問一答の形式で記載して

ございますので、お時間ある際にご参照いただけますと幸いです。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

【大橋主任】 ４社のＭＮＯの皆さん、大変丁寧に御説明いただきまして、ありがとうご

ざいました。 

 それでは、ただいまの御発表に関して、質疑、意見交換とさせていただければと思い

ます。委員の方々で御発言希望の方は、チャット欄にてお知らせいただければ、私のほ

うで指名をさせていただきます。いかがでしょうか。 

 それでは、北委員、お願いいたします。 

【北専門委員】 野村総研の北でございます。 

 御説明ありがとうございました。各社の御意見、御要望の項目がそろっていないので、

この後、各構成員がばらばら聞くよりも、最初にまとめて聞いてしまったほうがいいの

かなと思いまして、私から、まとめて質問させていただきます。６点あります。 

 まず１つ目、端末値引きの上限規制について、ソフトバンクさんは現状維持という御

意見でしたが、ドコモさん、ＫＤＤＩさん、楽天さんの御意見をお聞かせください。 

 ２点目、ＳＩＭのみ新規キャッシュバックについて、キャリアホッパーは自助努力だ

けでは止められないので、規制強化を要望されました。それに関して３つ質問です。 

 １つ目が、キャッシュではなくて、ポイント等での還元はされていますか。されてい

る場合は、その効果あるいは課題について教えてください。これは全社への質問です。 

 ２点目、利益提供の上限２万円という金額について、ドコモさんとソフトバンクさん

は引下げを要望されましたが、ＫＤＤＩさん、楽天さんの御意見をお聞かせください。 

 ３点目、短期解約違約金、税抜１,０００円ですけれども、ＫＤＤＩさんとソフトバ

ンクさんが値上げを要望されましたが、ドコモさん、楽天さんの御意見をお聞かせくだ

さい。 

 さらに、全体の５点目ですね、端末購入プログラムの残価設定方法について、ドコモ

さん、ソフトバンクさんからは、各社共通の一定の率を採用するなどシンプル化すべき
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という御提案がありましたが、ＫＤＤＩさんと楽天さんは見直す必要はないとお考えな

のでしょうか。 

 最後、楽天さんから、同一事業者内のプラン変更が著しく制限されていないときは新

規契約には該当しないとされていることから、規律なく通信料金の割引等が広く行われ

ているという御意見がありまして、私はそのような割引が行われているという認識が全

くなかったのですが、実際に、ドコモさん、ＫＤＤＩさん、ソフトバンクさんで、この

ような割引を広く行っているのかどうかを教えてください。 

 以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。何人かの委員の御意見をまとめてから御回答と思

っていたんですが、今、御質問が相当多いので、今の北委員の御質問について、各社様

から御回答いただければと思います。 

 まず、ＮＴＴドコモ様から、いかがでしょうか。 

【ＮＴＴドコモ】 北さん、ありがとうございます。当社宛てに幾つか御質問いただいた

と思いますので、順に御回答させていただきたいと思います。 

 まず、端末の値引き上限規制について、当社としてどのように考えているのかという

御質問をいただきました。こちらですけれども、端末値引き誘引の競争慣行から脱却す

るという観点では、例えばですけれども、調達価格以下での値引きは禁止するといった

ような強化する案というのも考えられると考えておりまして、そういったことも考えて

いったほうがよいのかなとは思いますけれども、ただ、現状の競争環境からは、少なく

とも現状の維持というところは必要であろうと考えております。こちらが１点目の回答

となります。 

 ２点目ですけれども、ホッピングを行う方に対して、ポイントでの還元を実施してい

ますかというところと、その効果について御質問がありました。ポイントでの還元につ

いては、当社でも例えばオンラインのチャネルを通じて、ＭＮＰをしてくださった方と

かに対して、一部そういったところで還元をしているところもございます。ただ、やは

りそういった場合であっても、ホッピング行為というのは見受けられるところかなと認

識しているところです。 

 続きまして、短期解約の違約金についての御質問だったかなと思います。ＫＤＤＩさ

んとソフトバンクさんがこちらの引上げを要望されているというところがありまして、

当社の意見をというところがあったかと思います。今、私も他社様の御説明の内容も伺
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っていまして、やはり御主張に一定の利があるかなと思ったところと、あと、ホッピン

グ行為への対処という観点では一定の効果はあるのかなと考えているところです。ただ、

ちょっと考えないといけないのかなと思うところも一部ございまして、例えばモバイル

の場合は、固定と違って、プラン変更が簡単にできてしまうというような特徴がござい

ます。ですので、解約時のみ定額のプランに変更して解約をしてしまうとか、そういっ

たような抜け道でお客様が行動されてしまいますと、せっかく入れた規制が空振りにな

ってしまうということも考えられますので、そういったことも含めて考えていく必要が

あるのかなと考えているところです。 

 最後に、楽天さんからの御主張に関しまして、同一事業者内のプラン変更がというと

ころで、そういった行為、そういった割引を行っているかというところですけれども、

正直、私たちとしましても、どういったものが想定されていて、どういったもの、何が

課題視されているのかというところがまだちょっと正確には理解できていないところな

のですが、新規契約者とプラン変更をしてくださる方の条件を同一にするということで

通信料金を割引しているようなケースというのはございまして、例えば、ドコモＵ２２

割とか、そういったようなものについては実施しておりますけれども、それについて何

か課題が生じているのかなというところはちょっと分からなかったところかなというの

が正直なところです。 

 以上となります。 

【大橋主任】 ありがとうございます。続いてＫＤＤＩ様、いかがでしょうか。 

【ＫＤＤＩ】 ＫＤＤＩの山本です。 

 北先生、御質問ありがとうございます。 

 まず最初の御質問、端末の値引きの上限に関しての弊社の考えでございますが、これ

は先ほどドコモさんと同じく、現状維持でよろしいかなと思います。上限を幾らにすべ

きかというところの根拠というものを決めるのがなかなか難しい。一方で、では、これ

を撤廃していいかというと、なかなか撤廃するというのも時期尚早かと思います。です

から、弊社としては、現状維持でよろしい。ただ、どちらかというと、現状のルールの

ポイントは、この上限の価格を幾らにするかというよりは、先ほどのプレゼンで申し上

げた継続利用条件のところでもう少し条件を緩和する、こちらのほうが弊社としての問

題意識だというのが１点目でございます。 

 続きまして、ＳＩＭのみのホッパーの問題のところで、いわゆるポイント還元をして
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いるかどうかという御質問につきましては、これはしております。ただ、その効果云々

というところの程度といいますか、そういった分析のところはちょっとなかなか、答え

を今すぐに持ち合わせているわけではございません。 

 続きまして、上限２万円の引下げについての考え方で、実は弊社はかつて、これは引

き下げたほうがいいのではないかという提案はさせていただいております。ただ、今回

の場合は、このルールを抜本的に見直したときにどうするかということであれば、どち

らかというと、継続利用条件のところをお願いしている。なので、今直ちにこの引下げ

をすべきだというところではございません。ただ、引下げに反対というものでもござい

ません。 

 それから、次の違約金は弊社ではないですね。 

 続きまして、端末の残価設定のところについての質問ですね。弊社としましては、残

価設定の算定の考え方につきましては、ルールの見直しから、まだ１年ぐらいしかたっ

ていないので、現状、そのルールを変更するのは少し時期尚早ではないか。もう少し状

況を見守る必要があるという考えでございます。現時点で直ちに変更見直しをお願いし

ているものではございません。 

 それから最後、プラン変更についてのことでございました。弊社としましては、プラ

ン変更も含む施策といった形で実施はしているところでございます。ただ、これがどの

程度広くかというのは、こういった程度問題というのはなかなか、先ほど申し上げたの

と同様に、今すぐ、こういった程度でということは持ち合わせていないという状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。続いてソフトバンク様、いかがでしょうか。 

【ソフトバンク】 ソフトバンクの山田です。 

 当社に対しては、２番のポイント還元の話と、あと、６番のプラン変更の話かと思い

ますけれども、加えて３番の２万円の引下げの部分についても、ちょっと意見を申し上

げたいと思っております。 

 まず、２番目のポイント還元での実施例があるかということにつきましては、当社に

おいても、一部ございますというのが事実です。効果というところがどうなのかという

ところは、ちょっとこの場で持ち得てないので御回答はできないんですけれども、実施

という意味だと、それはございます。 
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 ６つ目のプラン変更のときにそのようなことを行っているかというところにつきまし

ても、当社においても、プラン変更でそのような利益提供を行っている事例はございま

すというのが御回答になります。 

 あと、３つ目の引下げの部分で、今回、私どもの資料で「１.５万円程度？」みたい

なことを記載させていただいておりますので、ホッピングの対策ということで、一定の

引下げというのはあり得るのかなとは考えるんですけれども、一方で、これをあまり引

き下げてしまうと、誘導が下がるおそれがあるということを書いてあるとおりで、引下

げ幅というのは少し慎重に考える必要があるのかなと考えております。これは利益提供

だけで顧客誘引を意図しているというわけではなくて、やはり競争をより促進するため

には、一定の利益供与というのが必要ではないかという考え方に基づきます。他社との

差別化という意味ですと、当然ながら、サービス競争であるとか、ネットワークの品質

競争というのがあるべき姿で、実際そういった意味ですと、各社とも、ネットワークの

品質であるとか、ＮＴＮサービスへの対応であるとか、当社でもＶｏＮＲであるとか、

そういったものを出したりして、できるだけ各社の色というのを出そうと努力している

状況にあると思っています。 

 ただ一方で、そういったサービスのみでお客様を誘引するにしても、キャリアスイッ

チというのは、やはり一定の負荷というのがかかるのが事実かと思いますので、他社サ

ービスに魅力を感じつつも、実際にその人に移っていただくためには、やはり一定の利

益提供というのが必要なのではないかと考えており、そういったサービスによる差別化

というところと、ある程度の利益提供というのが相まって健全な競争が促進されると考

えておりますので、若干の引下げというのは、我々としてもありかなと思うんですけれ

ども、あまりそれを下げ過ぎると、そういった副作用が出てきてしまうので、その水準

というのは少し慎重に検討する必要があるのかなと、そのように考えております。 

 弊社からは以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございます。それでは楽天様、いかがでしょうか。 

【楽天モバイル】 楽天モバイルでございます。弊社には５点、ご質問いただいたと理解

しております。 

 まず、利益提供上限の見直しに関するところですけれども、弊社としては、現行の水

準で維持すべきと考えてございます。まさに過度な利益提供を防ぐためにということで、

現状の水準を設定いただいていると理解しておりまして、これによって、逆にかなり利
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益提供が抑止されているということを考えますと、これを緩和するというのは今の時点

では考えにくいのかなと考えてございます。 

 それから２点目として、さらにサブで３点いただいておりますが、まず、キャッシュ

バックではなくポイントで利益提供しているかというところでご質問いただいておりま

す。こちらに関して、当社としては、専らというか、基本的にはポイントで利益提供を

差し上げておりまして、これに対して、現状、ホッピングが課題として発生していると

いう状況でございます。 

 続きまして、ＳＩＭのみ契約の２万円の利益提供の水準に関してでございます。こち

らに関しては、当社としては、今まさにソフトバンク山田様からありましたけれども、

一定の利益提供水準というのが顧客のスイッチを促す上では必要なものであろうと考え

ておりまして、その観点でいきますと、現行の２万円という水準自体には問題はないと

考えております。一方で、この仕組みを悪用するといいますとちょっと言い方に語弊が

ありますけれども、ホッピングをするという行為自体に問題があるのであって、この水

準自体に問題があるものではないと考えております。 

 それから、違約金についてでございます。違約金の現行の規律に関して、当社として

は、特段、見直す等の意見はございません。 

 それから、５点目として、端末の購入プログラムにおける買取り予想価格、残価設定

のルールの評価ということでいただいております。こちらに関しても、当社としては、

現時点、特段の問題意識は持っておりませんので、現行のルールのままで問題ないので

はないかと考えております。 

 弊社からは以上です。 

【大橋主任】 ６番目のご質問についてはいかがですか。 

【楽天モバイル】 ６番目の、これ、弊社から広く行うということでさせておりまして、

当社としても、施策次第で行っていたものは過去にございます。 

 以上です。 

【大橋主任】 北委員、もし追加であれば、またおっしゃっていただければと思います。 

 それでは、続けてまいりたいと思います。可能であれば、何人か委員の方の御意見を

まとめてから、事業者の方にお伺いさせていただければと思いますが、まず、宮田委員

お願いします。 

【宮田専門委員】 ありがとうございます。東京科学大学の宮田です。 
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 まずは本日、詳細な御説明をいただき、ありがとうございました。皆様のプレゼンテ

ーションや先ほどの議論を聴講しまして、各社様の市場に対する現状認識、それぞれ特

徴や違いがあるなと感じております。そのため、議論を建設的に進めるために、客観的

に事実を判断できる共通の物差しが必要ではないかと考えております。しかし、判断材

料の一つとなる通信品質の指標に目を向けてみますと、こちらも各社で重視されるポイ

ントがちょっと異なっておりまして、横並びでの比較ができなくて、評価に難しい部分

があるなと感じております。 

 そこでお伺いしたいのですが、技術的な難しさは重々承知の上であえてお尋ねします。

この議論を一歩前に進めるために、例えば第三者評価のスコアや特定の条件下でのスル

ープットなど、この一、二項目であれば、共通の定義で、例えば開示して、同じ土俵で

議論することに合意ができる、そのような指標というのはあるものでしょうか。あるい

は、もしそれが難しいという場合には、一番ボトルネックになっているのは、どのよう

な技術的、事務的要因だとお考えでしょうか。各社のお考えを聞かせていただけますと

幸いです。よろしくお願いいたします。 

【大橋主任】 ありがとうございます。今の御指摘はどこの部分の御指摘になるのでした

か。 

【宮田専門委員】 前回の会議で通信品質に関して指摘した関係で、本日Ａｐｐｅｎｄｉ

ｘなどで追加で述べてくださったところです。通信品質は私の専門分野でもありますの

で、本件に関してさらに貢献できる点がないかと考え、質問させていただきました。 

【大橋主任】 ありがとうございます。各社さんに伺う感じで良いでしょうか。 

【宮田専門委員】 はい、それぞれ。 

【大橋主任】 はい、分かりました。 

【宮田専門委員】 はい、そうですね。意見いただけると幸いです。よろしくお願いしま

す。 

【大橋主任】 ありがとうございます。それでは三澤委員、お願いできますでしょうか。 

【三澤専門委員】 ４社の皆様、御発表どうもありがとうございました。 

 私からは、２点ほど質問させていただきたいと思います。 

 まず１点目は、楽天さん以外の３社様にお聞きしたいと思います。といいますのは、

皆様一様に、ホッピングコストは、ユーザー視点だと、一部のユーザーのみは利益につ

ながっているけれど、ユーザー全体の利益の視点からどうかということで共通の認識を
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お持ちで、もう一つ皆様共通なのが、事業者のコストにマイナスに跳ね返るということ

で、今回、楽天さんだけが８ページで、こんな感じということで具体的に試算して見せ

てくださいました。構成員限りの資料ですが、ほかの３キャリアの皆様、この資料はお

持ちでしょうか。楽天さんがお示しくださいましたこの８ページの資料で、大体キャリ

ア側のマイナスコストとしてはこんな感じということですが、大体、ほかの３キャリア

の皆様、コストの負担感としては、こんな感じというところで一致しているかどうか、

お聞きしたいです。いやいや、これよりもっとは実はキャリア側には負担になっている

というようであれば、その点お聞かせいただきたいというのが１つ目です。 

 それから２点目は、楽天さんに対して質問です。先ほどの北さんの一番最後の質問と

関連してですけれども、ちょっと私が考えているパターンと同じ理解なのか、確認した

く御質問させていただきます。同一キャリア内のプランの行ったり来たりみたいな現象

かと思いますが、これ、どういうパターンに当たるのか、もうちょっと詳しく、どうい

うパターンが不公平と感じられているのか、楽天さんにもうちょっと、具体的な事例と

してお聞きできればと思います。 

 以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございます。最初のポイントは、委員限りの資料なので、多分、

後ほど事務局を通じて、どういう形で各社さんにお答えいただけるのかということ、検

討させていただければと思います。 

【三澤専門委員】 承知いたしました。 

【大橋主任】 ほかに、委員の方で御発言希望の方いらっしゃいますでしょうか。それで

は、西村委員、お願いします。 

【西村（真）委員】 全相協の西村と申します。 

 皆様、御説明どうもありがとうございます。 

 ２７条の３で決まったものの、実行されていないこととして、「お試し割」とミリ波

端末の割引の２つがあると思います。楽天さんからも一部、「お試し割」が使いづらい

というお話がありましたが、この辺りを使い切れない理由みたいなものがありましたら、

各社様に教えていただきたいと思いました。 

 以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございます。宮川委員、お願いできますでしょうか。 

【宮川専門委員】 御説明ありがとうございました。 
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 私から、まず一点、ソフトバンク様にお伺いしたいことがございまして、構成員限り

の資料に関する御質問となりますので、回答に関しては、また御相談させていただけれ

ばと思いますが、末尾の方に設備投資に関しての国際比較の資料を添付していただいて

おりまして、こちらを興味深く拝見していたんですけれども、４４スライド目や４５ス

ライド目、人口１人当たり、また、国土面積当たりの設備投資額というところを拝見す

ると、ほかの国と比較しても、日本の各社様の設備投資額は非常に充実しているように

もみえます。この中には、いわゆる通信の品質に関わるような基地局などへの投資だけ

ではなく、例えば不動産であるとか、基地局以外の資産も入っているのか、それとも、

入っているとしても、この中のほとんどは通信の品質にかかるところであって、日本の

各社様の設備投資というのは、かなり十分にやっていらっしゃると、そういう評価をし

てもいい数字なのかというところに関しての見方を御教示いただければと思います。質

問の背景としましては、今回、この会議の課題にもなっております短期解約の問題がど

れだけ収益を圧迫していて、それによって必要な設備投資というのが本当にできている

のかどうかという点をいただいている資料でどう判断すればいいのかというところの御

質問でございました。 

 以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。ただいま４名の委員の方から御質問がありました

が、お答えできる範囲の中でだと思いますけれども、順に各社さんからお答えいただけ

ればと思います。 

 まず、ＮＴＴドコモ様からいかがでしょうか。 

【ＮＴＴドコモ】 ありがとうございます。当社宛てにいただいた御質問は２問と認識し

ております。 

 まず、宮田構成員からいただいたところでして、通信品質を客観的に評価できるよう

な共通の物差しということで何か開示できるようなデータがないかというところですが、

すみません、今どういったものが開示できるかというところが手元にございませんので、

この場でこういったデータであればということを申し上げることがちょっと難しい状況

ではございます。もし、また、何かこういうデータはどうかみたいな具体的な御質問が

ございましたら、そちらについて検討するということはもちろん可能でございます。 

 ２つ目ですけれども、西村構成員から「お試し割」とミリ波特例についての御質問が

ございました。まず、「お試し割」についてですけれども、御指摘のように、当社では
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こちらは特に使っていないような状況にございます。理由ですけれども、こういったも

のを使うかどうかというところにつきましては、競争環境下でどういったものが消費者

の皆様に受け入れていただけるのかとか、そういったものも含めまして、総合的に割引

を使うかどうかというところも判断しておりまして、現時点では、そちらを使っていな

いというような状況となっております。また、ミリ波端末の特例についてですけれども、

こちらは、当社は一部で使っているケースもございます。 

 以上となります。 

【大橋主任】 ありがとうございます。続いてＫＤＤＩ様、いかがでしょうか。 

【ＫＤＤＩ】 ＫＤＤＩの山本です。御質問ありがとうございます。 

 まず、宮田先生からの御質問で、品質についての考え方でございます。なかなか共通

の指標というものは難しいのかもしれませんけれども、弊社としましては、ネットワー

クの品質につきましては、これは自分で自分を評価してもしようがないので、第三者に

よる評価というものは大いに参考にさせていただいております。具体的には、ＯＰＥＮ

ＳＩＧＮＡＬという、いろいろと、調査レポートといいますか、品質を評価し、発表し

ている団体がございます。おかげさまで弊社の場合は、例えばＯＰＥＮＳＩＧＮＡＬ社

が発表しているモバイルネットワークユーザー体感レポートというものがございます。

これは３連覇で達成させていただいております。これは１位であるということでござい

ます。ほかにも５Ｇグローバル・モバイル・ネットワーク・エクスペリエンス・アワー

ドというのがございまして、これも５Ｇの品質は世界評価ナンバーワンという評価をい

ただいたというところでございます。こういった第三者が発表する品質評価というもの

を参考にしながら、あるいは励みにしながら、ネットワーク品質のさらなる向上に向け

て努力しているというところでございます。 

 それから、西村先生からの御質問で、「お試し割」とミリ波の特例についてでござい

ます。「お試し割」につきましては、先ほどドコモの福山様からもお話しいただいた同

じような趣旨になりますが、これはやはり市場の状況とニーズを踏まえて検討するもの

である。これまでは、実際にこういった施策は取っておりませんが、これは必要に応じ

て検討するという状況でございます。ミリ波につきましては、すみません、今、手元に

ファクトがありませんので、確認の上、別途、御連絡したいと思います。 

 以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。続いてソフトバンク様、いかがでしょうか。 
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【ソフトバンク】 ソフトバンクの山田です。 

 御質問にお答えいたしますと、まず、共通の品質を示す物差しというところでござい

ますけれども、この場でこれということを申し上げるのはなかなか難しいなというのは、

やはりその辺り、どういった点を強調してネットワークをつくっていくかといったとこ

ろにつきましても、やはり企業としての戦略の部分にも関わってくるところがあります

ので、ちょっとどういったものがいいというのは申し上げることはできないんですけれ

ども、ただ、我々として、やはりサービスを設計する上で、お客様が快適に使えるとい

うようなことを感じられるように、顧客体感というところを重視してやっているところ

ではあり、そういう意味で、先ほどＫＤＤＩさんから言及がありましたＯＰＥＮＳＩＧ

ＮＡＬのデータみたいなものというのは、ある程度、そういった意味で、現状では共通

項の一つとして参考にはできるのかなと考えております。 

 次に、「お試し割」の部分でございますけれども、こちらも先ほどドコモ様とかもあ

りましたけれども、やはり我々としましても、いろいろな施策を取り得る中で、総合的

に考えて、現状ではやっていないというところでございます。あと、ミリ波特例につき

ましては、一応、活用はさせていただいているところです。 

 あと、最後に宮川様からいただいた構成員限りでお示ししています設備投資の部分に

ついて、ファクトでお答えしますと、こちらで示している投資額については、結論を申

し上げると、必ずしも通信事業に限定できているものではないです。各事業者の決算デ

ータ等から拾ってきているものですので、通信以外のものも含まれ得るとは思います。

ただ、恐らく現状においては、通信関連の投資がほとんどだろうなということで、１つ

の参考にはなるかなということで、このような形でお示しさせていただいております。

短期解約との関係性ということですと、どちらかというと、短期解約があるとこういう

のに影響するというような感じではなくて、我々としても、それなりに投資というのは

結構な規模で行っているところでございますので、よく様々な、こういった競争のルー

ルであるとか、そういったところで、設備投資に影響が生じ得るのではないかというよ

うなことも議論で出てくるところもあるなとは思ったんですが、私どもとしましては、

競争ルール云々というところで、この辺りの設備投資というところが額が大きく変動を

するとか、それによって控えるというようなところまでは至らないのではないのかなと。

現状においても、国際比較でも、相応に我々としては、日本というのは投資しているの

ではないかということを今回御説明したく、このような形で提示させていただきました
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ので、今回はちょっとこのようなマスクをかけた形ではございますけれども、議論に当

たり、御参考になればと思っております。 

 以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございます。続いて楽天様、いかがでしょうか。 

【楽天モバイル】 楽天モバイルでございます。 

 まず１点目、宮田先生からいただいた速度に関する指標の点でございます。通信品質

につきましては、各キャリアの競争領域でもございますので、この場で、こういった物

差しが考えられるのではないかといったところは当社から申し上げられないところでは

ございますが、具体的にこういった物差しは考えられるのかどうかといったところで、

事務局を通じてご連絡をいただければ、当社で回答を検討することはできるかと考えて

ございます。 

 それから２点目、三澤先生からいただきましたプラン変更ってどういうことかという

ところで、具体的なイメージを持っていただくために例として申し上げますと、例えば

複数ブランドをお持ちの事業者さんで、ＡブランドからＢブランドに移る方と新規契約

の方と両方を対象にしますという形にしますと、Ａブランドの方と新規契約の方を対象

にした通信料金の割引について規律がない。一方で、例えばＢブランドに入る方だけの

新規契約ということにしますと、それは規律で禁止されているということになりまして、

複数ブランドを持つ場合についてのみ、通信料金割引ができるといったことが規律の実

態としてございますということでございます。 

 それから、西村先生からいただきました「お試し割」についてでございますが、こち

らは当社資料で申し上げさせていただいたとおりでございまして、当社として実施しづ

らいポイントとしては、まさに２万円の内数として「お試し割」の値引き金額が含まれ

ているところで、そうしますと、「お試し割」を適用される方は、例えばポイントが減

額になるですとか、キャッシュバックは受けられない、端末割引が減額になるといった

ところで不利なところから、我々としては、非常に施策の検討が難しいというところに

なってございます。また、併せて言及いただきましたミリ波に関する利益提供に関しま

しては、我々も一部、この特例を使った施策を実施しているところでございます。 

 当社からは以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございました。おおむね、お答えいただいたという認識でいま

す。ほかに、もし委員の方で御質問等あればと思いますが。 
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 それでは、中央大学の西村委員、お願いいたします。 

【西村（暢）専門委員】 中央大学の西村でございます。 

 全社に対しまして、１点、御質問させてください。今回、特に問題点として、短期解

約というものが言及されております。各社様とも、基本的に事業者収支、それから利用

者間の不公平というものについて言及を確認することができますが、これを２７条の３

の文脈で検討を行うといった場合に、特に２７条の３の趣旨でもあるスイッチングコス

トの低下、電気通信事業者間の適正な競争関係、これとどう関係しているのか、競争促

進に各社の提案というのがどう資するのかという、この御説明ですけれども、事業者収

支や利用者間の不公平というのがあるんですが、競争促進との関係について、もう少し

御説明いただきますと幸いでございます。事業者収支であるとか利用者間の不公平とい

うのに基づきまして具体的な施策を御提案いただいているんですけれども、やはりそこ

の裏づけといいますか、算出金額等の裏づけというものが重要になってくるかなと思う

んですが、今回はあくまでも理論的ですけれども、電気通信事業者間の適正な競争関係

に、各社の御提案というのがどう関わってくるのかをお教えいただければと思っており

ます。 

 長くなって恐縮です。以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございます。続いて、横田委員、お願いします。 

【横田専門委員】 ＭＭ総研、横田です。よろしくお願いします。 

 ホッピングとか、その辺の短期解約者のお話がある中、継続利用者へのロイヤリティ

ープログラムをしっかりさせたい、上限設定を緩和してほしいというようなお話がドコ

モさんとＫＤＤＩさんからあったと思うんですけど、ちょっと私が聞き逃していたら申

し訳ないんですが、その辺り、継続利用者に対する上限設定に関して、ソフトバンクさ

んと楽天さんがどのようにお考えになっているのかというのをお聞かせいただきたいで

す。よろしくお願いします。 

【大橋主任】 そのほか、もし御質問、御意見があれば今の時点でいただけるとありがた

いですが、いかがでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、各社様から順にいただいてもよろしいでしょうか。 

 まず、ＮＴＴドコモ様からお願いします。 

【ＮＴＴドコモ】 ありがとうございます。 
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 まず、西村先生から御質問をいただいたところです。短期のホッパーと言われるホッ

ピング行為、こちらについて、２７条の３との関係で一体何が問題になるのかというと

ころですけれども、こちらは、先ほど先生から、２７条の３、例えばスイッチングコス

トを下げていきましょうとか、適正な競争環境というところで挙げていただいていると

ころで申し上げますと、適正な競争環境をつくるところの妨げになっているのではない

かというところが今回のホッピング行為の問題なのではないかと考えております。どの

ように表現したらいいのかというのが難しいのですが、例えば前回、構成員の皆様から

御挨拶いただいたときに、北構成員から「真水のＭＮＰ」というような言葉があったか

と思うんですけれども、真水のＭＮＰのところで競争するというところが基本的には適

正な競争環境をつくるというところになってくるのかなと思っておりまして、そうでな

いところというのは、本当に適正な競争環境の構築に寄与しているのかどうかと、そう

いうようなところかなと考えております。西村先生から２７条の３というところでと限

定があったんですが、我々は、プレゼンの５スライド目の下に書かせていただいており

ますけれども、一部のホッピング行為を行う者に対して利益提供が集中する状況という

のは、電気通信事業法の目的でもある電気通信の健全な発達であるとか、国民の利便の

確保の観点から、課題があるのではないかと書かせていただいておりまして、法に照ら

してというところで言いますと、こういうような課題感があるというところでございま

す。 

 以上です。 

【大橋主任】 続いて、ＫＤＤＩ様、いかがでしょうか。 

【ＫＤＤＩ】 ＫＤＤＩの山本です。 

 西村先生、ありがとうございます。短期解約、ホッパーの問題と２７条の３の規律の

文脈の関係でございますけれども、弊社のプレゼン資料の中で、スライドの１２をお示

しいただきたいんですけれども、結論から申しますと、弊社としては、今回のルールの

見直しの一番の目的を短期解約の問題とは捉えておりません。あくまでも、ホッパーの

問題は副次的な効果であって、目指すべき議論というのは、現在の継続利用条件、これ

は一切駄目だというものがどうあるべきなのかといったときに、スライドの５でも申し

上げているんですが、市場の持続的な成長の投資の循環という形の中では、もう少し、

継続利用条件というのを許容いただいたほうが産業全体のためにいいのではないかとい

うことが私どもの今回の２７条の３の議論の一番の主眼だと考えております。あくまで
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も、こういった大きな循環の仕組みというものをつくらせていただいて、それが健全な

競争環境であったり、お客様の不公平性の是正というものを、まず目指す。その結果と

して、短期解約の問題の解消にもつながる。あくまでも副次的な問題だと理解しており

ます。 

 以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。続いてソフトバンク様、いかがでしょうか。 

【ソフトバンク】 ソフトバンクの山田です。 

 西村先生からの御質問に対してお答えいたしますと、我々としましても、短期解約ホ

ッピング、非常に問題とは思ってはいるんですけれども、継続利用条件等を求めるとこ

ろ、そこの部分につきましては、今まさにＫＤＤＩ様がお示しされているような考え方

にもつながるところでございますし、あとは２７条の３、電気通信事業法との関係とい

うことで申し上げますと、かつては、やはり一定のお客様に契約というのを携帯のビジ

ネスモデルから踏まえて、ある程度使っていただく方に、やはり、それなりの便益を与

える、そういったところができていたところが、今回の２７条の３の様々な流動性を上

げる等の規制によってできなくなっている部分というのがございますので、そこを多少

見直すというような観点で言えば、事業法の改正でもたらされたものをまた再改正して

その辺りを直すということで、事業法の中でやるというのは一定の合理性があるのでは

ないかと、そのように考えているところでございます。 

 当社からは以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございます。続いて楽天様、お願いできますでしょうか。 

【楽天モバイル】 楽天モバイルでございます。 

 西村先生からご質問いただきました。まず、短期解約の問題と２７条の３の関係につ

いて、考え方を申し上げさせていただきます。２７条の３におきましては、通信料金と

端末代金の完全分離ということで、政策の基本となってございますが、これは逆に言い

ますと、端末とは別に通信契約をすることになりますと、必然的にＳＩＭのみ契約とい

ったものも促進されるということになると考えてございます。各事業者がＳＩＭのみ契

約をいかに獲得するかということを競い合うことそのものが公正競争の促進に資するも

のと考えてございます。その観点で言いますと、事業者が競争の中でそれぞれ施策を打

っていく中で、これに乗じて、利益提供を各社から次々受け取ってという取組をするユ

ーザーの振る舞いにつきましては、まさに適正な競争環境に対して妨げようという行い
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であろうということで、２７条の３の枠の中で規律をすることが考えられるのではない

かと考えている次第です。 

 それから、横田先生からいただきました継続利用割引の考え方につきまして、コメン

トさせていただきます。継続利用割引につきましては、２７条の３の規律導入時におき

ましても、要は既存の加入者の過度な囲い込みにつながるということで、水準が規律さ

れたということで理解しております。そういった意味では、現状の中で、長期の利用者

の方々の流動性が非常に上がったということが起きていないのだとすると、この規律に

ついては、引き続き実施するということでよいのではないかと考えている次第です。 

 以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございました。 

【ソフトバンク】 大橋先生、すみません、ソフトバンクの山田です。 

【大橋主任】 はい、どうぞ。 

【ソフトバンク】 すみません、横田さんからの御質問に回答を忘れていましたので、答

えさせてください。当社として、継続利用条件の割引の緩和を求めているところではあ

るんですけれども、現時点においては、新規の２万円ルールの渡し方というのを幾つか、

複数の選択肢を可能にするというようなことが主でございまして、ドコモ様やＫＤＤＩ

様が求めているようなところまでを求めるものではございません。 

 以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございました。もし、全体を通じて御意見等、さらにあればい

ただければと思いますけれども、御質問あればと思いますが、いかがでしょうか。よろ

しゅうございますか。 

 中央大学の西村委員、お願いします。 

【西村（暢）専門委員】 中央大学の西村です。再度、失礼いたします。 

 各社様とも、質問に対しまして丁寧に御回答いただき、御礼申し上げます。短期解約

の捉え方が、今の御回答で各社それぞれちょっと違っているなという、つまり、短期解

約の課題感をどう捉えているのか、それに基づく解決法をどう考えているのかが少し差

異が見受けられたのかなと思っております。また、これは既に三澤構成員からも御質問

というような形であったかと思いますが、やはり、事業収支というような形で御主張さ

れるのであれば、ある程度、ホッピングあるいは短期解約により、どの程度の規模で事

業活動に影響が出ているから、やはりこの点は抑えなければいけない、法律によって、
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ルールによって規制しなければいけないとなろうかと思いますので、その点の議論もま

だ十分にできていないのかなと感じた次第でございます。 

 コメントとなっております。以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。今まさにいただいたところだと思うんですが、事

業者の方からも、データの検証が重要だというお話もありましたが。これはディスカウ

ントも含めてだと思いますが、現状の値付けでホッピングなりが誘発されているという

のは、ある意味、ユーザー側の経済合理的な行動を誘発しているとも言えるのかなと思

いまして、どういう料金体系を出すと、どういう顧客流動が起きるのか。現状のデータ

を使ってシミュレーション等した上で、データ分析の中で現状の問題点をしっかり洗い

出すということも、併せて定量的なところで分析できたほうがいいのかなと思います。

いずれにしてもビジネスにおいて値付けというのは生命線ですので、そこに創意工夫を

奪うような規律があるというのは問題があるのではないかという御趣旨は、理解できる

ところだろうと思います。 

 ありがとうございました。それでは、お時間の関係もありますので、本日のところは

これにて終了とさせていただければと思いますが、まだ委員の方で、追加の御質問がお

ありだけれども、ちょっとお時間の関係でできかねた方もいらっしゃるかもしれないと

思っています。この専門委員会としては、しっかり議論させていただきながら先へ進め

ていきたいという思いもございますので、もし追加の御質問があれば、各委員、事務局

にいただければと思いますし、また、各事業者様におかれては、大変お手数をおかけし

て恐縮ですけれども、そうした御質問に対しても、御回答いただけるようであれば大変

幸いに思っています。 

 本日は、ＮＴＴドコモ様、ＫＤＤＩ様、ソフトバンク様、楽天モバイル様、大変お忙

しいところヒアリングにお時間いただきまして、大変ありがとうございました。 

【大橋主任】 それでは、本日の議事は以上となりますので、事務局へお戻しいたします。 

【笹川料金サービス課課長補佐】 事務局でございます。 

 事務局より後ほど改めてメールにて御連絡させていただきますけれども、構成員の皆

様には、本日のヒアリングに関して、各事業者に追加の質問がある場合は、期間が短く

恐縮ですが、今週１月１６日金曜日の１７時までに、事務局にメールで御連絡いただき

ますようお願いいたします。 

 また、次回の専門委員会は１月３０日金曜日１５時からオンラインで開催いたします
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ので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【大橋主任】 それでは、これで以上となりますので、終了とさせていただきます。本日

も大変お忙しいところ、お時間いただきました。ありがとうございました。 

 

以上 


